
天上川水系河川整備計画懇談会 規約 

（設置） 

第１条 河川法第１６条の２第３項及び第４項に規定する趣旨に基づき、神戸県民センター

長（以下「センター長」という。）が「天上川水系河川整備計画懇談会」（以下「懇談会」

という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 懇談会は、天上川水系河川整備計画を策定するにあたり、同河川整備計画について

意見を述べることを目的とする。 

（検討事項） 

第３条 懇談会において河川整備計画に関する以下の事項を検討する。 

・河川整備計画の目標に関すること。 

・河川の整備の実施に関すること。 

・河川の維持または保全に関すること。 

・その他関連事項について 

（懇談会） 

第４条 委員は、センター長が委嘱する。 

２ 懇談会は、別表に掲げる委員をもって構成する。委員の任期は、令和７年３月 31日と

し、再任を妨げない。 

３ 懇談会は、委員総数の過半数をもって成立する。 

４ 懇談会の意思決定は出席委員の過半数をもって行うが、少数意見がある場合にはこれ

を付する。 

５ 流域住民代表の委員が不在の時は、当該委員があらかじめ指名する者が代理として懇

談会に出席することができる。 

（委員長） 

第５条 懇談会には委員長を置き、委員長は委員の互選により定める。 

２ 委員長は、委員を代表し懇談会の会務を総括する。 

３ 委員長が不在の時は、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代行する。 

（会議運営） 

第６条 懇談会は、委員長が招集し会議を運営する。 

２ 会議の議長は委員長が務める。 

３ 委員長は必要に応じて、審議しようとする事項について必要と認める場合は、委員以

外の専門的知識、情報等を有する者の同席を求め意見を聴くことができる。 

４ 河川管理者は、河川整備計画の素案及び審議に必要な資料を提供する。 

５ 河川管理者及び関係行政は、議事内容について委員の要請に対して発言するほか、委

員長の許可を得て自ら発言することができる。 

資料３ 



（謝金） 

第７条 委員が懇談会の職務に従事したときは、「委員の謝金及び旅費に関する支給要領」に

より、謝金を支給する。 

（旅費） 

第８条 委員が懇談会の職務を行うために、会議に出席し、又は旅行したときは、「委員の謝

金及び旅費に関する支給要領」により、旅費を支給する。 

（情報公開） 

第９条 懇談会は原則公開とし、公開する情報及び情報公開方法は懇談会で定める。 

２ センター長は、前項で定められた内容に従って情報公開する。 

（事務局） 

第１０条 懇談会の事務局は、神戸県民センター神戸土木事務所とし、同事務所より委託を

受けたコンサルタントが事務局の補助を行う。 

（その他） 

第１１条 この規約に定めるもののほか懇談会の運営に関して必要な事項は、委員長が懇談

会に諮って定めるものとする。 

 

 

附則 

（施行期日） 

この規約は令和７年１月２８日から施行する。 

（規約の失効） 

この規約は、委員の任期とともにその効力を失う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

天上川水系河川整備計画懇談会 委員名簿 

 

分 野 所  属 氏  名 

河川工学 神戸大学 名誉教授 藤田 一郎 

環境・生物学 人と自然の博物館 主任研究員 三橋 弘宗 

地元住民 魚崎瀬戸自治会 石田 貴哉 

地元住民 魚崎町協議会 石畠 幸治 

地元住民 西青木自治会 木村 祥二 

地元住民 岡本財産区管理会 田村 和久 

地元住民 青木地区まちづくり協議会 中西 美知男 

地元住民 魚崎婦人会 長澤 くに子 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                （敬称略、順不同） 
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